
室
関
与
式

E-±
同
署
語
・

2
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S
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論

叢

相
績
税
の
遁
脆

リ
カ
ア
ド
の
勢
賃
論

利
潤
成
立
の
機
構

定
期
舶
同
党
運
塗
原
資
ご
運
賃
仙
伽
¥

-
出
皐
博
士

誼

施

琉
球
の
臆
藩
後
に
於
け
る
的
制

ブ
ィ
ジ
オ
ク
ラ

1
ト
の
債
植
古
川

委
任
経
理
に
就
い
て

雑

録

フ
ォ
ー
ド
制
ミ
テ
イ
ラ
ー
制

営
業
税
ご
常
業
牧
谷
税

-
綿
油
開
山
崎
下
士

E
-
北

端

博

士

制
点
阿
川
F

怖

t

-
出
明
博
士

組
消
山
市
ア
ト

L

開
消
削
明
士

組
博
問
中
!

組
附
則
明
叫
士

議

聞
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一
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雄

堀

経

夫

-
5
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京豆

蒋

言告す

叢
第
二
十
六
容

第
三
時
蜘

(
晶
曲
師
百

Z
骨

品

切

昭
和
三
年
三
月
後
行

論

叢

相

績

税

の

通

脆

紳

戸

正

雄

路
首
(
本
誼
曲
目
的
)

第
一
段

相
拙
枕
の
述
肱
方
法

(
J
J物
世
田
性
質
に
属
す
る
も
内
的
現
金
引
預
金
引
保
髄
預
り
及
命
銭
信
託
別
貸
金
的
負
債
刊
鏑
路
名
布
伺
誼
券
利

(

(

(

(

 

}

)

)

)

)

 

帥
具
及
骨
賞
品
川
車
具
什
耕
三
方
訟
に
依
る
も
申

A
各
筒
的

H
怯
い
馴
告
に
依
る
も

?
t
醐
相
続
人
と
相
趨
人
と
の
問
。
共
れ

ιー
被
制
蹴
人
と
相

(

(

(

(

(

(

 

蹴
人
及
比
他
白
人
と
の
間
町
制
山
間
人
同
志
ハ
円
相
誠
人
と
軸
務
官
車
と
自
問
川
町
蹄
典
に
依
る
も
白

ω拠
却
に
依
る
も
由
吋
胤
似
申
告
に
依
る
も

0
1

(

(

 

)

)

)

〉

)

目
録
的
記
載
溺
れ
何
似
小
僻
倒
帆
械
的
詐
欺
'
ほ
外
岡
利
用
い
凶
押
印
刷
移
住
何
件
闘
技
費

X
は
保
一
時
預
り
印
一
般
的
方
法
)

)

)

)

)

 

第
一
一
政
相
蹴
軸
謹
脚
由
胤
凶
及
劉
筑
(
↑
共
原
凶
仏
内
的
風
凶
L
V単
義
的
原
凶
何
知
識
的
原
凶

ω件
的
胤
凶
い
組
済
見
交
調
的
資
謹
何
枕
に
存
す

)

)

)

)

)

)

 

る

原

汗

富

山

話

事

唱

の

霊

協

峰

。

性

質

浩

組

由

請

に

封

筑

は

義

上

自

改

良

ゆ

立

主

行

政

上

自

習

)

桔
諭
{
全
文
由
誕
旨
)

-4閥

能

相
績
枕
の
泌
蹴

第
二

4
大
巻

三
入
三

部

醜
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第
二
十
六
巻

一λ岡

第
三
韓

緒

七

日

一一←一一一一…一一一

相
総
税
は
現
代
に
於
で
は
所
得
枕
に
突
い
で
依

t
こ
ご
を
得
5
る
重
要
な
枕
ご
認
め
ら
れ
、

不
易
利
得
重
叩
附

ω

地
怠
に
合
ひ
、
能
力
原
則
上
に
も
、
枇
曾
政
策
上
に
も
重
大
な
る
意
義
あ
る
志
の
ご
せ
ら
れ
る
。
今
日
乙
に
反
封

一
方
、
財
政
前
一
安

ω増
大
に
促
が
さ
れ
・
他
方
、
枇
曾
思
潮

ω麹
漣
に
導
Y
れ
て
、

共
税
率
は
盆
土
高
〈
な
ら
-
3
ご
L
て
居
る
。
件
て
は
何
分
の
十
二
さ
へ
も
高
い
ご
せ
ら
れ
柁

ω
に
註
ご
、
今
以
英

す
る
-
』
ぜ
は
頗
る
困
難
で
、

税
率
の
叫
怖
い
芭
せ
ら
れ
る
所
の
我
邦
で
も
、
家
組
閣
相
続
に
て
千
分
百
六
十
、
遺
産
相
総
に
ず
し
千
分
二
百
十
を
最
高

率

Z
L、
そ
し

τ仰
岡
に
は
最
高
官
H
分

ω人
十
ま
で
に
も
迭
し
得
る
は
Y
」
に
な
っ
て
居
る
(
註
ニ
U
O

そ
L
-
t
我
闘
に

於
け
る
↑
般
人
の
意
向
も
・
外
国
に
於
け
る
一
般
の
趨
勢
も
、
盆
々
其
税
率
の
引
上
仁
向
っ
て
居
る
。
併
し
某
反

面
じ
は
盆
々
此
枕
の
歓
陥
が
認
め
ら
れ
、
特
仁
之
が
越
枕

ω方
拾
が
益
々
複
雑
ど
な
れ
リ
叉
繁
多
正
な
ち
つ
、
あ
る

喝
を
見
逃
し

τは
な
ら
な
い
。
#
て
は
相
紛
税
ほ
ど
辿
脱
の
行
は
れ
る
-
-
ピ
仙
一
少
き
も
の
な

L
Z
せ
ら
れ
、
之
を

以
て
共

ω一
一
の
一
長
所
ど
も
せ
ら
れ
た
ほ
ど
で
ゐ
る
の
に
が
(
住
之
、
共
は
枕
の
聴
い
正
き
の
こ
ど
で
、

4Tω
ゃ
う
に

其
が
段
生
一
品
〈
な
っ

τ来
る
ご
、
利
己
心
の
弧
主
人
が
之
を
嘗
・
0
前
に
出
す
筈
な
〈
、

却
っ
て
此
が
池
肱

ω多
ν

一~-".，

税
ご
も
な
b
つ
、
ゐ
る
志
向
」
O

特
に
之
が
合
法
的
の
脆
枕
に
至
つ
て
は
・
人
が
之
を
尋
常
茶
飯
事
古
古
へ
も
考
へ

ゐ
や
う
に
な
り
つ
、
ゐ
る
(
註
王
)
。
斯
〈

Lτ
折
角
の
良
枕
が
怒
税
化
し
、
公
平
な
税
己

L
て
屑
た
の
が
頗
る
大
な

・・・甘"



不
公
卒

ee苅
ら
す
事
・
己
も
な
b
っ
、
あ
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
で
割
払
は
此
が
遮
枕
を
出
来
る
だ
け
減
少
す
る
の

が
、
此
重
要
な
る
税
を
し
て
英
特
徴
を
品
目
抑
せ

L
め
る
の
に
快
〈
日
ー
か
ら

F
る
こ
吉
、
信
宇
る
の
で
あ
h
、
立
(
は

我
邦

ω財
政
仁
ご
・
0
3
1
も
重
要
事
に
吉
信
十
る
か
ら
、
敢
て
悲
に
之
が
方
訟
を
吟
味
し
、

葉
原
因
及
劃
策
を
一
肱

述
べ
て
見
ゃ
う
ご
思
J
o

者
及
非
親
者
に
て
一
内
分
ナ
、
他
山
訟
体
に

》

て
は
百
分
λ
又
は
丸
、
唯
一
白
怯
枠
(
ゲ
ン
フ
)
て
は
百
分
十
二
と
い
ふ
が
行
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
だ
。

(
佳
ニ
)
世
非
職
後
に
、
最
高
相
続
柏
山
中
日
英
は
百
分
五
十
、
来
は
州
及
凶
品
計
百
分
五
十
五
、
捕
逸
は
百
分
七
十
到
。
そ
L
C
仙
付
一
九
二

O
年

叫
に
で
遺
産
税
心
最
一
川
百
分
一
-
一
十
九
、
取
得
枕
の
最
品
百
分
五
十
九
だ
か
ら
、
計
百
分
丸

1
λ
と
な
り
符

J
V
れ

rも
、
引
が
技
肱
的
止
な
る
山

2
 

を
削
「
幼
め
に
、
百
分
ベ
十
に
て
止
め
る
こ
主
と
し
た
。
此
が
今
日
ま
で
歴
史
上
到
達
し
た
最
高
卒
て
あ
る
匂

(
健
一
)

4
A
b
七
年
シ
孟

l

ル
白
削
遣
に
依
る
と
、
私
山
知
る
一
一
-
一
由
法
律
て
は
、
其
H

取
高
串
は
也

シ
エ
ー
ル
は
、
利
純
枯
付
金
〈
特
段
な
る
徴
牧
内
臓
貨
を
一
回
す
。
現
は
恰
か
も
死
の
場
合
目
如
〈
遮
肱
白
目
的
町
一
川
め
に
臨
阪
ざ
る
る
と

と
内
出
端
な
い
山
古
刑
事
に
、
主
L
L
L
て
紡
刊
〈
こ
・
と
に
怯
り
て
的
り
と
一
お
l
、
シ
品
フ
レ

l
弘
、
物
値
目
砧
知
が
園
山
に
取
"
川
市
士
山
佐
都
町
甲
賀

た
る
托
円
前
行
す
る
刷
に
よ
り
裁
判
所
。
予
を
紐
て
生
ず
る
と
い
ひ
、

z
l
イ
ル
ヒ
は
、
相
軸
税
は
租
枕
物
峰
山
雌
引
な
る
捕
拡
を
許
し
、
此
が

多

t
山
他
山
和
上
リ
も
、
一
層
非
易
に
賦
課
徴
牧
ナ
ペ
き
も
山
で
あ
る
と
い
ひ
、
チ
ス
カ
九
相
側
枕
白
長
所
は
、
亦
持
品
H
つ
時
抗
な

Z
徴
収

と
u
ふ
事
て
あ
り
、
相
仙
川
則
院
は
軸
務
官
胞
か
ら
容
易
に
逃
れ
る
こ
と
は
山
車
な
い
と
い
ひ
、
ウ
エ
ス
ト
は
、
相
続
粧
は
比
誤
枯
財
産
刑
法
拡
に

公
安
さ
る
、
と
き
に
阜
、
b
る
誌
か
ら
、
防
税
目
岨
叫
合
を
奥
ふ
る
ζ

と山ザ

L
K錯
し
、
ジ
孟
シ
セ
ン
は
、
長
世
上
、
辿
脱
出
非
蹴
が
柑
績
祉
に
は
、

他
諸
秘
土
り
も
一
同
町
多
{
常
る
も
ゆ
で
な
い
と
い
ム
。

(
註
三
)

働
側
に
て
一
九
一

O
年
前
に
さ
三
年
肱
軸
額
一
二
千
-
一
一
日
商
法
か
ら
大
千
高
法
と
且
積
ら
れ
た
が
、
今
日
で
は
も
っ
と
多
〈
な
う
て
尉
る

こ
と
は
孤
像

L
雌
く
な
い
。

(
陸
回
)論

相
続
柑
の
週
肱

第
ニ
十
六
各

第

観

三
八
五

教
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自而

出産

第
三
蹴

相
秘
粧
の
池
肱

第
二
十
大
谷

k
-

、
-
F
d
r
 

( 

ぃ 陸
。亙

) 

四

シ
ヤ
ル
ツ
は
、
今
日
て
は
合
詰
的
脱
輪
は
多
{
ω
A
に

k
m
て
値
釘
あ
る
替
業
師
曲
仕
事
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
と
い
ふ
も
其
は
民

ι註

第
一
段

相
績
税
の
油
腕
方
法

相
縞
枕
の
漣
脆
に
は
色
々
の
方
法
が
あ
る
o
共
物
館
の
性
質
が
際
臨
し
H

劫
い
こ
£
の
斜
め
に
自
ら
に
行
は
る
、

が
ゐ
h
恥
立
戸
eT
離
れ
て
又
は
共
を
も
利
用
し
て
故
意
に
過
肢
を
誌
や

J

る
こ
ご
が
ゐ
る
。
下
に
之
を
分
設

L
ゃ
う
。

ト
物
館
の
性
質
に
胤
す
る
も
り

1
1大
健
、
動
産
仁
於
て
辿
脱
が
容
易
で
あ
る
ニ
ご
は
争
は
れ
な
い
(
仕
六
)
O

併
し

詳
し
(
は
動
産
の
初
判
明
に
よ
り

τ越
的
異
る
も
の
が
あ
る
。
十
江

ω如
〈
で
ゐ
る
。

(
位
六
)

υ
ツ
ツ
位
、
抑
蹴
枯
が
土
地
山
荘
に
於
て
よ
り
も
明
出
に
於
て
一
府
特
別
勿
に
也
げ
り
れ
仰
る
と
い

A
。
尤
屯
シ

t，，レ
E

は
‘
共
自
動

。

躍
的
一
捕
縄
に
つ
き
‘
相
秘
枯
が
則
市
酷
よ
ゅ
は
肱
る
と
岱
す
。

一一一一"""

件
現
金

1
1凡
ぞ
動
産

ω中
で
も
現
金
は
げ
と
捕
捉

L
難
い
も
り
は
な
い
。
人
が
幾
許
の
現
金
を
挺
っ
て
居
る
か

は
外
部
か
ら
し
て
は
容
易
に
分
か
る
も
の
で
な
い
。
め
る
や
う
で
な
い
も

ωは
現
金
、
な
い
ゃ
う
で
あ
る
も

ωも

亦
た
現
金
で
あ
る
。
生
活
不
如
意
の
や
う
な
人
が
案
外
仁
現
金
を
持
っ
て
居
る
ニ
ピ
が
あ
る
。
乞
食
が
死
ん
で
懐

中
か
ら
英
大
の
金
が
山

τ来
た
正
い
よ
話
も
ゐ
る
o
今
日
の
銀
行
制
度
の
畿
遣
し
た
世
の
中
に
、
現
金
を
多
〈
手

許
に
有
つ
ど
い
ふ
事
は
、
抑
帆
臨
開
思
怨
叉
は
常
識
ゐ
る
者
の
通
例
し
な
い
事

r
tも
い
ふ
が
、
最
近
に
人
が
大
震
火

tance tax. 2 ed. p. 214. Jensen. Public自nance.p. 412 
Shl!ltz. 1. c. p. 316 

Shultz， I. c. p. 3'4 
Lotz. Fw. .s. 549. Schaffl.e. a. a. O. 5. 421 
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災
に
過
っ
た
り
、
金
融
大
恐
慌
じ
柵
唱
っ
た
り
し
て
見
る
ご
、
矢
張
L

リ
此
事
品
哩
に
蕗
す
る
に
も
相
官
の
現
金
を
有
つ

の
が
却
っ
て
常
識
ゐ
る
も
の
、
潟
す
べ
き
事

r
tい
ふ
こ
ご
に
も
な
る
。
そ
し
て
英
の
銭
的
に
現
金
を
和
賞
仁
多

く
持
つ
者
は
、
共
に
け
に
て
は
相
続
税
の
課
税
物
件
か
ら
し
て
不
申
告
に
し
て
底
〈
ご
ご
が
山
家
る
。
其
は
外
部

か
ら
し
て
随
つ

τ税
務
官
か
ら
し

t
は
分
か
ら
な
い
の
で
ゐ
る
。
加
之
、
其
れ
ゐ
る
が
放
に
、
或
人
が
相
続
の
来

る
べ
き
こ
ご
を
品
開
期

L
て
、
噛
閉
め
有
形
的
外
価
的
の
財
産
を
資
却
[
て
現
金
ご

L
置
〈
こ
芭
に
よ
り
て
相
続
税
ef

池
股

L
得
る
。
尤
も
誌
に
は
刺
子
を
失
ふ
こ
ご
の
不
利
が
件
ふ
か
ら
、

あ
走
り
に
多
〈
は
行
は
れ
ぬ
で
ゐ
ら
う

が
、
此
利
子
、
己
税
ご
の
比
較
上
・
有
利
な
り
ご
忠
へ
ば
此
方
法
を
採
る
で
ゐ
ら
う

9

B
預
金
ー
ー
な
ら
ば
捕
捉
山
来
る
か
ど

ν
ふ
の
仁
・
此
も
捕
綻
雑
で
あ
る
。
人
が
何
れ

rり
の
預
金
を
布
つ
が

は
、
外
界
か
ら
は
良
〈
は
分
ら
U
H
o

仰
闘
の
や
う
に
、
之
に
つ
き
特
別
の
制
度
が
あ
れ
ば
良
い
が
(
註
七
)
、
我
邦
の

如
き
は
之
を
快
吉
、

εし
て
預
金
利
子
に
謝
す
る
所
得
枕
・
資
本
利
子
税
正
も
に
、
其
賦
課
徴
股
が
物
税
的
源
泉

課
税
ご
な
っ
て
居
つ

τ、
各
預
金
者
の
人
別
融
税
の
行
は
れ
て
居
ら
ぬ
古
い
ふ
に
於
て
、
到
底
.
税
務
官
が
各
人

の
有
つ
預
金
衡
を
知
る
こ
ご
は
出
来
な
い
。
随
ふ
て
之
に
つ
き
相
続
税
が
容
易
に
逃
げ
ら
れ
る
。
特
に
此
に
は
前

の
現
金
正
異
h
、
利
子
を
伶
ふ
か
ら

L
て
之
に
よ
り
て
辿
枕
の
行
は
る
る
俄
地
は
一
一
騎
多
い
。
従
来
有
っ
て
居
た

預
金
が
常
事
者
の
不
申
告
に
よ
h
て
逃
げ
ら
れ
る
の
み
で
な
〈
、
相
舗
を
議
期
し

τ、
表
現
的
の
財
産
を
寅
却
し

τ預
金
さ
鋳

L
置
き
、
故
意
に
惑
肢
を
計
る
こ
己
も
州
来
る
u

勿
論
或
度
ま
で
は
、
世
間
の
評
判
も
あ
る
の

rか

諭

設

五

相
続
給
自
趨
肱

第
二
十
六
魯

三
八
七

第
三
醜

' 

・"'If".;・ a



論

議

相
鈍
枕
山
越
脆

第
三
就

第
二
十
六
巷

，、
，1‘ 

ら
、
全
〈
遁
げ
る
ご
い
ふ
事
は
出
米
な
い
で
ゐ
ら
う
が
、
併
し
世
間
古
い
よ
て
も
案
外
迂
遠
で
ゐ
る
か
ら
、
大
な

預
金
が
、
も
つ
ピ
も
集
付
か
れ
宇
に
遮
脱
す
る
正
い
ふ
こ
ど
は
ゐ
h
得
る
。
特
に
此
預
金
に
つ
い
て
は
我
邦
で
は

外
闘
の
如
〈
署
名
に
よ
り
て
引
出
さ
や
'
・
押
印
に
よ
り
て
引
出
す
こ
ご
が
行
は
れ
る
の
で
、
或
人
の
預
金
を
、
其

死
後
、
相
縦
者
が
死
者
の
印
を
捺
し
て
駄
っ
て
引
出

L
、
之
に
つ
き
相
縦
税
を
梯
は
必
ご
い
ム
こ
Z

が
出
来
得

る。
(
睦
七
)

仰
闘
に
て
は
一
九

O
一
年
、
市
叩
吋
ら
れ
た
川
刷
盛
山
、
制
主
山
相
紺
人
ヘ
山
引
舗
は
、
之
に
つ
き
川
副
柑
の
支
捌
の
受
伺
沓
副
長
示
き
る
L

7
 

z
f
は
之
を
禁
制
す
る
こ
と
と

L
た。

C
保
護
預
b
及
金
銭
信
託
ー
に
も
遮
肱

ω危
険
が
大
い
定
八
)
O

仰
闘
の
で
フ
な
制
度
で
も
ゐ
れ
ば
之
を
防
「

こ
己
が
出
来
る
が
(
訟
と
、
我
邦

ω如
〈
某
も
な
〈
、
特
に
之
等
を
引
出
す
の
に
署
名
を
要
せ
中
、
押
印
で
済
む
慮

で
は
、

一
一
暦
多
〈
辿
股
が
行
は
れ
得
る
。
之
を
防
「
も
の
は
世
間
の
評
判
‘
各
人
の
良
心

ω外
に
は
な
い
。

(
民
八
)

ジ
ヤ
ル
ツ
は
、
辿
蹴
由
危
険
が
組
行
に
於
け
る
保
誰
預
り
及
特
別
安
令
保
骨
骨
祉
に
上
り
て
成
〈
行
は
札
た
と
い
ふ
て
居
る
。
パ
ン
ク
ロ

フ
ト
は
、
信
一
刊
の
成
問
怖
が
相
蹴
拾
を
越
〈
る
絹
め
の
有
数
な
る
方
法
主
阿
川
へ
な
い
と
い
Y

ふ
が
、
共
は
ゆ
〈
と
も
我
邦
に
は
常
ら
な
い
町

(
控
九
)
出
川
山
諸
七
事
問
。
耐
ほ
仰
闘
に
て
は
一
九
一

λ
年
に
、
保
誕
預
リ
柿
年
山
間
画
に
は
八
百
誼
人
目
立
舎
を
廼
す
と
し
て
、
一
一
府
捕
捉
を
昨
宜

に

L
た
。

九
円
貸
金
1
1
一
人
が
他
人
に
貸
金
を
し
て
居
る
も
の
の
如
、
昔
、
職
業
的
の
金
貸
の
分
は
大
開
掴
め
る
け
れ

Y」

も
、
其
で
も
十
分
仁
は
・

つ
か
め
向
。
が
普
通
人
の
聞
に
な
る
ご
、

一
層
之
を
摘
む
こ
ご
は
由
来
な
い
。

Shultz. 1. c. p. 324 

Shultz. 1. c・p.324. Bancroft. lnheritaIlce taxes for investors・3ed. p. 
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何
負
債
|
|
は
相
縦
財
産
か
ら
控
除
す
る
の
が
至
蛍
で
ゐ
土
註
一
の
)
、
叉
質
際
に
も
法
制
上
此
が
許
き
れ
て
居

る
が
(
駐
一
二
、
斯
う
な
る
正
、
人
が
負
偵
を
仮
設
し
て
遁
腕
す
る
こ
ご
に
な
る
。
甚
し
い

ωに
な
る
ご
、
設
相
縞

人
が
相
誠
人
か
ら
負
債
を
負
ふ
こ
正
に
よ

h
て
辿
枕
す
る
ニ
己
が
生
宇
る
(
註
一
二
一
。
此
は
凡
べ
て
遁
脱
内
意
味
を

右
っ
た
も
の
己
し

τ認
め
旧
制
ご
し

τも
此
い
が
在
一
=
一
)
、
併
し
其
れ
で
は
迎
脆

ω匁
め
で
な
〈

Lτ
・
本
白
に
負

債
を
負
ふ
た
場
合
に
は
気

ω毒
ご
い
ふ
こ
正
に
な
る
o

共
れ
で
之
を
多
少
制
限
す
る
正
し
て
、
相
級
附
始
以
前
一

定
期
内
に
起
し
た
A
H
偵
を
控
除
せ
ぬ
ご
す
る
こ

t
も
山
家
る
出
一
同
}
O

此
は
其
が
親
放
に
劃

L
て
の
場
合
の
畑
、
き

に
は
越
枕
の
意
味
を
有
っ
た
も
の
ご
推
定
吉
れ
て
も
仕
方
が
な
い
が
、

凡
ぺ
て
の
人
に
謝
し
て
の
負
偵
に
つ
い
て

相
総
閲
始
前
一
定
期
内
に
行
は
れ
た
も
り
宇
品
峨
り
錦
め
ど
す
る
の
は
過
ぎ
て
居
生
新
〈

τ般
h
に
相
鋪
開
始

前

ニ
A
年
内
に
親
族
に
謝
し
て
行
は
れ
た
負
偵
は
辿
M
M
ω

縛
め
己
推
定
し
て
按
除
を
諮
め
mH
ど
し
た
ピ
き
に
は
、

今
度
は
比
に
嘗
ら
ぬ
や
う
な
債
務
を
負
ふ
-
』
ご
に
よ
h
て
週
肱

L
得
ゐ
-
w

ご
に
も
な
る
し
‘
ま
し
て
債
務
に
つ
き

τの
前
記
の
如
量
制
度
内
な
い
場
合
に
は
、
債
務

ω名
に
よ

h
て
遮
枕
す
る

ω品
川
地
は
頗
る
大
い
ざ
し
な
げ
れ
ば

な
ら
ぬ
。
尤
も
此
蕗
で
税
を
逃
れ
る
結
果
は
・
他
方
に
所
得
税
や
資
本
利
子
枕
の
蕗
で
債
椛
者
の
方
に
於
け
る
利

子
所
得
に
聾
す
る
課
税
が
一
行
は
れ
な
く
て
は
な

ι一
必
-
-
正
、
な
1
9
・
之
を
逃
れ
る
の
利
盆
が
失
は
れ
る
ご
い
ふ
二

古
仁
も
な
り
、
北
(
れ
に
よ
り
て
或
皮
ま
で
補
正
が
行
は
れ
る
ご
い
ふ
こ
乙
は
め
る
。

(
桂
一
白
)

シ
品

7

レ
?
は
、
此
枕
山
謀
砧
楳
地
中
に
於
て
負
債
控
陣
を
許
さ
な
い
こ
と
は
蕗
越
す
J

べ
か
ら
ず
と
持
L
、
ホ
シ
メ
ル
ス
ハ
イ
ム
は
、
此

論

叢

相
続
軸
の
遡
脆

第
一
十
六
巻

=一八九

第一一一概

七

，....園町・・.



論

醸

相
続
税
白
諸
般

第
一
一
十
六
巻

ゴι
O 

第

貌

A 

揖
に
て
純
脳
虚
心
み
を
誠
一
拍
す
べ
き

ζ
&

は
凡
べ
て
の
叩
笠
間
勤
よ
り
し
て
寓
然
だ
主
鵠
L
、
ヨ
ン

-
7
I
V
も
、
相
韻
に
縞
付
い
た
負
債
及
負
控
は

之
を
凱
舵
財
産
か
ら
控
除
す
ぺ
奇
も
由
て
あ
る
と
舘
す
町

(
陸
-
-
)

シ
エ
ー
ル
目
、
避
に
課
軸
す
べ
き
倒
値
は
、
鴻
ん

r到
る
蕗
に
(
王
な
る
例
外
は
仰
醐
)
、
相
蹴
人
が
質
際
崎
加
す
る
所
山
資
本
倒
値
、

自

1
負
債
を
結
時
し
て
時
間
る
耐
の
遺
産
自
現
存
せ
る
貸
方

ιよ
り
計
算
せ
ら
る
と
い
ふ
。
革
、
仰
幽
て
は
一
九

O
一
年
ま
で
は
負
債
を
控
除
し

な
か
っ
た
が
、
此
年
之
を
併
す
こ
と
と
な
り
、
今
日
制
件
な
{
行
は
る
る
こ
と
と
ほ
っ
た

0
1
lそ
し
て
ポ
i
り
A
l
は
、
倒
闘
相
醐
穏
に
於
て

負
債
按
除
を
行
は
由
こ
と
ほ
ど
、
大
古
品
構
力
内
陸
刷
は
な
い
と
い
ふ
て
居
フ
た
山

(
註
-
=
)

シ
ヤ
ル
ツ
は
、
辿
脆
ゆ
一
方
法
と
し
亡
、
川
誠
人
山
利
佳
に
於
て
、
詐
り
の
負
債
を
井
利
潤
財
産
的
土
に
世
〈
と
と
で
あ
る
と
い
ふ
叫

白
ヰ
成
山
一
九
一
九
年
法
は
、
法
定
相
続
人
の
利
信
に
於
川
る
負
債
は
控
除
を
臨
品
な
い
叫

帥
鍋
怯
は
、
死

ω組
組
期
中
町
負
債
は
挫
蹄
を
留
め
な
い
山

(
註
-
三
)

(
註
-
四
)

作
無
記
名
有
倒
浴
券
1
1も
亦
、
遮
脱
が
容
易
で
あ
る
。
所
得
税
や
資
本
利
子
税
に
て
も
漸
〈
源
泉
課
税
に
よ

ち
て
此
が
掴
ま
れ
て
居
る
が
、
相
続
税
は
る
ア
λ
り
人
税
で
、
綜
合
的
に
謀
殺
す
る
外
な
き
も
の
た
か
ら
、
愈
々
以

て
此
等
の
も
の
じ
っ
き
逃
げ
ら
れ
る
こ
正
に
な
る
定
一
五
)
O

(
位
-
五
)

ν
ヤ
ル
ツ
も
よ
を
事
げ
て
尉
品
。
ホ
ン
メ
ル
ス

ρ

4
ム
は
、
布
倒
詑
券
俸
は
此
U
F
唯
官
公
と
な
n
リ
て
、
隠
附
さ
れ
な
い
だ
け
に
で
泊
伺

容
易
に
抽
拠
せ
ら
る
と
い
ふ
が
、
反
而
に
無
記
者
の
は
捕
拠
出
大
ワ
か
し
い
こ
と
を
帽
弔
し
て
居
る
。
パ
ス
テ

i
プ
ル
も
、
制
帽
の
官
の
大
な
る

噌
加
(
其
の
多
〈
が
闘
際
的
性
質
主
主
)
が
油
舵
山
容
易
な
る
万
訟
を
供
し
た
と
い
ふ
が
、
其
仕
矢
問
問
り
無
記
名

b

青
山
岡
崎
弾
を
指
す
山
で
あ
る
叫

同
い
飾
一
具
及
骨
董

um--は
有
形
動
産
中
で
も
隠
匿
さ
れ
易
い
も
の
で
、

品
は
隠
L
難
い
が
、

過
股
が
容
易
で
あ
る
。

天
下
会
知
の
名

共
れ
で
も
英
会
部
は
外
界
か
ら
し
て
は
分
ら
ぬ
o

会
〈
分
ら
ぬ
ぜ
い
ふ
の
で
は
な
い
に
し
て

5忠22lピi註'Fw?九h1u1主:す笠智?yF4.江EJJJrf一町旧町u町rr
Sch児eel， .a. a. O. S. 14. Co印n旧d， a. a 目 O. S. 116. Ba描st旬able.PII川h叶引l日『町C 負nanト-~~. .3 e~. p.白3・Beall!icll，::icicnce des financcs. 5仁i.1. p. 516 
Shultz， 1. C. P・322.
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も
或
度
ま
で
は
H
T
ら
ぬ
の
で
、
逃
げ
ら
れ
る
。
分
っ
て
も
評
伺
難
古
い
ふ
こ
ご
も
ゐ
る
。
並
(
動
か
ら
し

τも
或
度

ま
で
逃
げ
ら
れ
る
。

川
家
具
什
器
|
|
に
至
て
は
前
者
よ
ち
は
一
居
表
現
的
で
、
調
み
易
い
け
れ
い
と
も
・
而
も
一
々
家
庭
の
内
部
に

立
入
る
こ
ご
は
穏
蛍
で
な
〈
、
或
皮
i
で
義
務
者
の
良
心
に
係
る
所
の
申
告
に
任
か
す
外
な
い
ー
の
で
、
兎
角
逃
げ

ら
れ
る
ピ
い
ふ
・
」
ご
が
ゐ
品
。

に
方
法
に
依
る
も
の

1
i前
記
は
主
ご
し

τ物
憶
の
性
質
k
遮
一
蹴
し
易
い
も
の
を
曝
げ
た
が
、
共
を
利
用

L
又
は

其
正
離
れ
て
色
ケ
の
遮
脆
方
法
が
講
静
ら
れ
る
。
今
共
の
方
法
か
ら
見
て
遁
股
の
工
合
を
説
い
て
見
ゃ
う
。
共
方

法

Z
L
て
も
義
務
者
が
各
筒
的
に
行
ふ
が
あ
り
、
立
法
手
段
に
よ
b
一
般
的
に
行
ふ
が
め
る
o

A
各
筒
的
方
法

い
馴
合
に
依
る
も
の

刊
設
相
誠
人
吉
相
縦
人
己
の
問

ω共
仁
よ
る
も
の
|
|
被
相
綴
人
は
相
能
人
正
馴
合
ひ
で
、
噛
即
時
内
密
の

聞
に
物
件
を
相
紺
人
に
移
す
こ
ご
を
得
る
。
其
が
行
は
b
、

ωは
闘
よ
b
一
に
は
物
慢
が
前
に
騨
げ
た
や
う
な
隠

匿
し
易
い
性
質
を
有
っ
こ
正
に
も
困
る
り
で
ゐ
-
え
そ
し
て
結
局
此
は
大
抵
は
後
に
説
〈
べ
き
贈
輿
の
形
を
取
っ

て
行
は
る
、
-
』
ご
に
も
な
る
。

)
 

川
い
被
相
総
人
正
相
秘
人
及
其
他
的
人
ご
の
閥
的
英
に
依
る
も
の
|
|
前
記
第
一
の
方
法
を
行
ふ
の
代
り

論

議

相
続
粧
の
辿
肱

第
三
寸
大
巻

jL 

都

宮虎

ブL

c・pr2. Bastab1c， S 
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論

議

。

柑
蹴
桔

ω
遁
肱

第
二
十
六
巻

九

第
三
視

に
、
即
ち
相
誠
人
へ
移
す
代
'
り
に
、

一
服
、
心
安
き
第
三

ω人
を
積
ん
で
之
に
贈
即
時

L
又
は
責
却
し
た
こ
ご
に

L

T
、
真
に
他
日
相
級
人
へ
移

3
L
U
る
こ
ご
を
行
ふ
て
、
遮
肢
を
計
る
こ
之
が
あ
る
o

此
も
形
か
ら
い
ふ
ご
、
贈

興
叉
は
資
却
に
依
る
辿
肱
で
あ
る
。
そ
し
て
此
は
不
動
産
記
名
設
券
等
院
監
難

ω物
に
多
〈
行
は
る
、
。

パ
い
相
総
人
同
志

ω馴
合
仁
よ
る
も
の
|
!
被
相
総
人
の
遺
し
た
物

ω中
で
も
、
現
金
、
無
記
名
誠
券
、
骨

董
品
・
飾
具
の
如
き
も
の
は
、
相
総
人
同
志

ω馴
合
で
、
表
画
、
相
続
川
産
日
銀
に
載
せ
な
い
で
、
北
(
前
に
分
配

し
て
し
ま
う
こ
さ
が
可
な
り
に
多
〈
起
品
。
そ

L
て
之
を
押
へ
る
ニ
古
は
行
政
上
は
腕
る
困
難
で
あ
る
o

)
 

パ
円
相
級
人
己
税
務
一
日
ご
の
間

ω
其
に
よ
る
も
の
|
|
此
は
質
際
に
頗
る
多
〈
起
り
得
る
こ

Z
で
、
結
局
・

後
に
い
ふ
市
川
倫

ω申
告
的
承
認
ご
い
ふ
-
』
ご
に
な
る
。
此
は
物
館
怯
(
も
の
に
つ
い
て
も
行
ぼ
れ
、
間
間
絡
に
つ
い
て

も
行
は
れ
る
。

)
 

何
鳩
山
崎
に
依
る
も
の
|
|
此
は
一
面
か
ら
い
へ
ば
、
馴
合
に
依
る
も
の
で
あ

h
、
此
贈
典
に
は
通
例
、
少
く

ご
も
其
一
部
に
は
相
縦
枕
に
準
じ
た
課
枕
が
行
は
れ
る
か
ら
、
共
れ
に
け
で
は
之
を
防
「
こ
ご
を
得
る
が
、
其
れ

に
漏
れ
た
も
の
は
矢
振
り
之
を
利
用
し
て
遁
枕
す
る
ニ
ご
に
な
る
し
、

之
に
賞
っ
て
も
相
続
ご
し
た
よ
h
も
贈
山
県

ご
す
る
に
於
て
枕
の
安
い
ご
い
ふ
こ
ご
が
ゐ
る
ピ
け
で
は
矢
政
h
之
に
依
る
辿
脱
が
行
は
れ
る
し
、
地
に
よ
る
の

遁
脆
は
多
少
行
は
れ
る
ニ
ご
を
兎
れ
な
い
。
ま
し
て
贈
典
は
秘
密
に
馴
九
日

υで
行
は
れ
る

e

』
ご
の
容
易

ωも
り
で

ゐ
る
か
ら
し
て
、
此
鮎
か
ら
じ
て
も
之
に
よ
る
泌
脱
が
行
は
れ
易
い
。
此
粕
は
叉
夏
め
て
設
〈
で
あ
ら
う
。

Shu1tz， 1. c. p. 319. 324 16) 
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は
真
却
に
依
る
も
の

l
t贈
奥
ご
す
れ
ば
其
凡
べ
て
で
な
〈
:
少
〈
古
も
其
一
大
部
に
は
相
縦
枕
に
準
じ

た
課
税
が
行
は
れ
て
重
い
負
挽
ご
な
る
し
・
之
に
か
、
ら
ぬ
に
げ
で
も
例
之
・
品
川
邦
法
で
見
る
古
務
鋭
枕

ω可
な

り
重
い
の
が
課
せ
ら
る
、
可
能
性
も
ゐ
っ
て
、
隠
密
叫
聞
に
行
は
れ
な
い
限
争
、
大
し
た
漣
枕
の
効
果
は
な
い
の

だ
が
、
寅
却
ご
な
れ
ば
、
時
党
鋭
枕
な
ど
も
腔
〈
て
、
相
総
を
寛
却
正
悦
名
L
得
る
こ

Z
に
困
る
の
利
盆
は
大
い
が

ら
、
之
を
利
用
す
る
ゆ
恐
は
一
一
層
大
ぃ
。
相
手
が
親
族
者
で
ゐ
る
場
合
の
如
き
に
は
、
資
却
ご
い
ム
て
も
相
紛
の

代
h
に
や
っ
て
居
る
の
で
な
い
か
古
い
ム
て
抑
へ
る
こ
ど
会
得
る
が
、
其
れ
で
も
本
省

ω到
却
ご
い
ふ
こ
己
も
あ

っ
て
、
其
れ
ま
で
遁
枇
ご
見
工
は
白
地

ω毒
な
事
に
な
る
o
併
(
相
手
が
他
人
で
あ
る
場
合
に
は
之
を
相
秘
の
代

h

H
h
z

は
い
ひ
難
〈
.
立
九
世
陣
で
人
が

感
他
人
に
貞
却
し
て
、
其
人
か
ら
他
日
・
相
縦
人
へ
資
却
せ
し
め
る
こ
ご
仁

よ
h
た
る
ご
き
に
は
、
之
を
見
す

J
L逃
が
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ

Z
に
な
る
o

之
を
も
凡
べ
て
防
が
う
ご
す
れ

ば
結
局
震
却
を
相
続
並
み
に
高
〈
課
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
内
こ
ご
に
も
な
る
(
計
一
六
)
。

バ
ス
テ
ー
プ
ル
は
、
府
時
比
四
皿
却
が
糊
蹴
と
同
一
串
に
て
探
せ
ら
る

L

O
で
な
い
以
上
は
、
生
有
者
向
。
移
特
に
依
る
と
い
ふ
鳴
い
議

惑
が
あ
る
と
い
ふ
。

{
桂
一
六
)

に
庖
偽
り
申
告
に
依
る
も
の

(

〉}
 

1
相
秘
財
産
円
鋭
よ
り
記
載
漏
れ
を
作
る
-
コ
』

|

i此
は
前
記

ω如
〈
数
人
問

ω馴
人
口
に
て
も
行
は
れ
る

(
 

こ
Z
に
な
る
が
、
相
鋭
者
車
獅
の
計
ら
ひ
で
も
行
は
れ
得
る
。
ぞ

L
て
何
れ
も
物
館
が
前
に
い
ふ
や
う
に
非
表
現

論

ゴ投

第
二
十
六
巷

第
三
披

タし

相
臨
祉
の
謹
肱

Bastable. 1. c. p. 592 
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諭

議

相
続
軸
心
部
脆

第

= 
腕

第
二
十
六
巻

1" 
制

的
の
も
の
だ
吉
行
は
れ
易
い
。
之
が
匡
正
は
義
務
者
の
良
心
に
待
つ
の
外
な
い
。
官
邸
も
或
度
ま
で
は
取
締
る
け

れ
U
」
も
、
之
を
漏
れ
な
〈
追
跡

τる
こ
ご
は
六
っ
か
し
い
。

2
相
紛
財
産
的
評
伺
を
低
〈
す
る
こ
ご
|
|
此
れ
亦
雄
々
行
は
れ
、
又
物
に
よ
り
で
は
行
は
れ
易

i
‘
此

れ
も
一
の
遮
肱
方
法
こ
な
る
。
併
L
此
は
物
穂
自
身
の
隠
隣
ピ
異
ム
リ
、
外
部
か
ら
し
て
の
匡
正
が
比
峡
的
容
易

r

か
ら
、
行
政
上
品
川
科
的
度
ま
で
干
砂

L
得
る
。
倒
閣
法
で
此
方
舎
前
者
よ
&
り
も
寛
大
に
慮
罰
す
る
の
は
此
放
で
あ

る
が
m

併
し
之
を
ゐ
ま
h
に
寛
大
に
し
て
は
、
之
よ
h
し
て
の
遁
肢
を
多
〈
す
る
か
ら
、
之
が
相
常
の
制
裁
は
依

(
ニ
己
を
得
両
託
一
七
)
。

之
に
つ
き
耐
の
拙
地
法
=
、
本
人
内
申
告
側
絡
を
官
胞
が
不
枯
と
臨
時
、
そ
し
C
何
回
前
倒
に
附

L
其
に
て
確
め
ら
れ
た
慣
摘
が
申
告
倒

絡
山
一
一
分
一
以
」
も
上
に
あ
ワ
た
'
と
き
は
、
費
川
を
義
務
者
の
れ
摘
と
す
る
と
い
ふ
が
釦
き
も
、
}
白
恒
正
訟
で
あ
る
@

却

8
被
相
純
人
三
和
誠
人
ご

ω総
き
柄
を
詐
る
-
』
正
|
|
随
っ
て
共
紛
例
を

HH際
よ
り
も
一
屠
親
し
い
w

も
の

(
 

ご
し

τ、
軽
い
税
率
の
泊
用
を
受
け
や
，
フ
正
す
る
こ
Z
が
め
る
。
此
は
米
闘
な
い
と
の
如
〈
外
来
人
の
多
い
蕗
で
は

{
佐
一
七
)

間
-H
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
我
邦

ω如
〈
戸
総
訟
の
整
似
し
た
闘
で
は
、
此
詐
偽
は
六
っ
か
し
い
。

ほ
外
岡
を
利
用
す
る
も
の
|
|
此
は
凡
ぺ
て
相
紛
争
』
議
期

L
て
、
務
め
行
ふ
所
内
通
脱
方
法
で
ゐ
る
。

-
外
国
移
住
に
依
る
こ
ご
|
|
人
が
或
岡
山
り
相
紛
税
を
逃
れ
る
が
柏
崎
め
に
取
る
一
の
方
法
は
、
無
相
鋭
校

同
叉
は
軽
き
相
秘
税
を
有
つ
図
へ
移
住
す
る
こ
ご
で
あ
る
批
此
は
今
日
の
交
過
の
便
利
な
時
世
に
は
行
は
れ
得
る

時
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こ
Z
で
あ
る
。
併
し
如
何
に
交
通
便
利
ご
い
で
人
の
住
所
の
選
探
ピ
い
ふ
事
に
は
、
職
業
、
慣
旬
、
親
族
関
係

等
‘
柿
々
の
関
係
も
あ
っ
て
、
開
平
に
相
秘
枕

ω潟
め

ω放
の
み
か
ら
は
定
ま
ら
岨
か
ら
、
外
周
移
住
に
依
る
漣
股

が
.
そ
ん
な
に
多
〈
は
行
は
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
尤
も
利
己
心
強
〈
冷
静
な
人
は
悶
々
之
を
も
行
ふ
こ
ご
で
あ
ら

ヲ。

ヨ
外
閥
へ
の
投
資
又
は
保
誰
預
り
ご
す
る
こ
ご
|
|
此
は
前
者
よ
h
も
一
層
多
く
行
は
る
、
の
は
事
質
で

あ
る
。
人
山
り
住
所
内
移
榔
は
上
に
も
い
ふ
如
(
困
難
な
る
も

ωに
が
、
資
本
の
抗
き
場
所
は
之
を
動
か
す
の
に
故

陣
が
少
い
。
資
本
は
愛
闘
心
を
帥
腕
3
利
己
的
で
故
可
動
的
な
も
り
に
か
ら
、
利

ω
ゐ
る

μ

施
、
利
の
多
き
慮
に
移
る

ニ
ピ
恰
か
も
水
の
低
き
に
就
〈
が
如
、
き
も
の
で
ゐ
る
。

rか
ら
校
凶
か
、
る
蕗
か
ら
枕
め
な
き
慮
、
税
の
極
量
』

h

届

へ
移
る
の
は
自
然

ω勢
で
あ
る
o

唯
に
我
邦
の
如
き
は
杢
醐
胴
上
、
欧
米
に
比
し
金
利
高
〈
、
利
姐
も
高
い
の
に
か

ら
、
相
総
税

ω差
異
「
ら
ゐ
で
外
剛
仁
資
本
の
州
て
往
〈
恐
は
少
い
。
ま
し
て
我
邦
の
相
続
税
は
彼
等
の
よ
り
も

一
一
暦
低
い

ωだ
か
ら
・
向
真
に
税

ω閥
係
か
ら
山

τ往
(
恐
は
少
い
o
特
に
又
、
相
鋭
校
が
他
の
闘
の
よ
り
も
多

少
高

ν
ご
し
て
も
、
此
は
他
枕
の
如
く
年
々
取
る
も
り
吉
田
時
b
、
車
に
一
代
に
一
同
取
る
に
け

ωも
の
に
か
ら
.

枕
山
り
骨
岬
め
の
放
に
資
本
が
出
で
往
く
己

ν
ム
泌
が
、
他
枕
よ
h
は
一
層
少
い
{
内
入
)
。
で
一
方
か
ら
い
ふ
正
資
本

の
外
岡
移
出
の
可
能
は
少
い
揮
に
が
、
併
し
富
者
、

そ
上
て
我
邦
の
骨
向
者
も
が
、

一
制
有
事
の
附
の
こ
正
を
考

へ
、
叉
此
一
代
一
回
の
相
r

納
税

ω
こ
ご
を
も
考
へ
て
一
部
の
資
本
を
外
闘
に
移
し
て
居
h
・
其
も
低
い
刺
子
に
甘

品倫

Mm二
十
六
巻

第一日一蹴

丸
E 

議

相
銀
肱
の
誼
脆

一一一一

一'， 一・.・、.



J 

H官

相
続
税
申
越
舵

第
二
十
穴
巻

提

ブL
，、

節

税

~q 

ん
じ
て
投
資
し
て
居
る
の
み
で
な
く
‘
間
々
無
利
子
の
保
誰
預
b
吾
へ
も
す
る
も
の
、
あ
る
の
は
事
質
ら
し
{
、

斯
く
し
て
外
闘
に
泣
い
た
物
に
つ
い
て
は
、
相
縦
人
が
申
告
を
し
な
げ
れ
ば
‘
我
圃
ご
し
て
は
相
縦
税
を
逃
が
す

こ
ご
仁
な
hJ
、
而
か
も
先
方
の
外
闘
で
其
物
仁
っ
き
相
舗
の
あ
っ
た
事
を
知
れ
ば
謀
枕
す
る
が
、
北
(
も
知
P

唱
す
に

済
む
こ
ご
も
あ
る
ο

叉
之
を
他
人
の
名
前
で
外
国
に
置
〈
ご
い
γ

ふ
守
}
ご
仁
な
れ
ば
、
般
ム
ザ
本
酬
で
資
際
り
持
主
に

相
績
が
ゐ
う
て
も
英
催
、
相
鎖
税
を
逃
げ
る
よ
ご
が
出
来
る
(
割
一
之
。
尤
も
柿
捕
の
こ
ピ
を
い
ふ
正
、
長
名
義
人

の
突
然
の
死
に
よ
・
り
て
意
外
な
る
税
負
携
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
泊
ご
い
ふ
事
も
ゐ
る
。
叉
此
の
外
闘
に
資
本
を
置

〈
ご
い
ふ
事
が
本
国
に
て
分
か
・
9

相
総
の
生
じ
た
-
』
ぜ
が
先
方
に
て
分
か
っ
た
ご
い
ム
時
に
は
、

其
物
に
つ
き

本
凶
ご
先
方
正
で
二
重
に
課
税
せ
ら
れ
る
ご
い
ふ
事
も
あ
り
得
る
。
此
等
の
危
険
は
め
る
り
れ
ど
も
甘
〈
往
り
ば

双
方
に
て
分
ら
肉
こ
芭
が
出
来
て
、
叫
辿
肱
川
町
完
成
さ
る
こ
ぜ
が
あ
る
o

ウ
エ
ス
ト
位
、
粧
が
費
半
世
嗣
外
に
放
誕
す
べ
し
と
の
故
障
は
、
相
刷
岨
枕
に
は
他
山
積
よ
り
は
よ
り

9
f誼
て
依
ま
る
。
死
は
出
例
越

か
越
き
山
車
事
と
見
ら
れ
、
人
の
心
に
直
吉
地
位
を
占
め
な
い
と
い
r

ふ
て
府
る
。

(
駐
-
九
)
〆
ン
ク
ロ
ア
ト
は
、
投
資
者
を
偲
と
す
る
工
刀
法
は
、
共
件
闘
脅
枇
の
碑
券
世
、
他
的
銀
行
又
は
仲
買
人
の
名
義
に
て
有
つ
こ
と
で
あ

る
O

此
山
小
ニ
主
謀
枕
を
防
「
に
も
宥
殺
で
あ
っ
て
合
法
的
内
方
怯
だ
と
い
ふ
て
府
る
。
呉
仙
U

ヤ
ル
ッ
、
ジ
ヱ
シ
セ
ン
帯
に
も
如
闘
の
例
一
軍
を
し

て
居
る
叫

{
陸
-
八
」

H

一
般
的
方
様
|
l此
は
主
正
し
1
立
法
に
現
は
る
る
。
行
政

ω
一
般
的
方
針
が
漣
肢
を
助
〈
る
ご
い
ふ
ニ
ピ

も
め
h
待
る
け
れ
ど
も
、
ま
さ
か
、
そ
ん
な
事
が
普
泌
じ
は
起
る
ま
レ
ピ
忠
ふ
。
併
し
立
法
に
於

τ
一
般
的
に
述

Jen可ell.1. c. p. 412 
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税
仁
暗
唱
〈
や
う
な
事
を
す
る
ご
い
ふ
事
は
可
な
b
多
〈
生
じ
得
る
こ
ご
で
ゐ
品
。
郎
ち
立
法
山
り
カ
を
有
っ
た
議
曾

に
於
り
る
勢
力
階
級
が
、
立
法
に
防
L
、
自
分
迭
に
都
合
良
さ
規
定
を
作
b
、
故
意
に
遮
肢
を
助
り
る
や
う
に
す

る
二
ご
が
ゐ
る
o

戒
は
伎
が
行
政

ω上
に
も
不
蛍

ω勢
力
を
及
ぼ
し
て
、
法
を
曲
げ
て
ま
で
漣
肢
を
助
け
し
む
る

こ
ど
が
ゐ
る
。
磐

τ我
邦
に

τ相
縦
杭

ω出
来
た
蛍
初
に
、
貴
族
院
り
注
文
の
め
っ
た
縛
め
仁
、
大
成
大
限
が
家

お

資
家
什
に
つ
い
て
弧
ゐ
て
追
求
す
る
な
ピ
い
ふ
訓
示
を
出
し
た
の
は
、
何
よ
b
の
良
い
例
で
ゐ
・
9
・
之
に
つ
い

τ

は
勢
力
附
艇
に
反
省
を
乞
は
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

段

相
絹
税
辿
一
脱
の
原
閃
及
封
策

相
秘
枕
を
辿
脱
一
泊
る
方
法
は
上
記

ω
遮
'
り
で
あ
る
o
北
(ω
方
法
は
削
る
多
様
で
あ
h
、
北
(
々
に
調
L
T
匡
正
り

策
が
多
少
英
ら
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
其
鮎
は
上
に
述
べ
た
所
に
が
‘

A
T
進
ん
で
此

ω如
、
き
も
の
を
生
じ
た
原
闘
を

考
へ
‘
且
つ
北
(
針
策
を
A
1
一
度
、
要
約
し
て
見
る
で
ゐ
ら
う
。

一
共
原
因

A
内
的
-
肌
闘

い

道

義

的

原

因

|

並

区

お

も

ωに
誌

な

根

本

的

高

官

、

各

人

ゆ

利

己

主

員

同

家

的

態

度
で
あ
る
。
尤
も
此
に
で
は
他

ω
諸
枕
に
於
り
る
如
〈
純
利
己
心
的
み
が
働
〈
の
で
な
〈
、
子
孫

χ
は
其
他
の
変

論

革主

相
雌
粧
の
遁
肱

第
二
十
六
巻

三
九
七

茸3

抗

五

相l着、租枇日r.o/i::ー曹 338昌o)
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t指

議

相
山
間
枯
の
油
肱

第
二
十
六
巻

プミ

三
九
人

部

続

人

ω鋳
め
に

thv
ふ
一
一
的
愛
他
心
も
が
働
〈
こ
ご
が
ゐ
り
、
其
れ
に
於
て
多
少
他
殺
ピ
呉
っ
た
結
が
あ
る
。
け
れ

Y
』
も
、
其
が
反
闘
家
的
の
道
義
で
あ
る
こ
ご
は
守
は
れ
な
い
。

つ
ま
b
小
百
な
愛
他
心
が
働
い
て
、
大
な
変
他
心

の
働
か
な
い
こ
ご
を
遺
域
ご
す
ぺ
〈
、
兎
角
、
我
岡
で
は
家
の
鋳
め
に
計
る
の
は
閣
の
絡
め
に
す
る
所
以
だ
な
ど

ぜ
い
ふ
℃
相
納
税
の
鴻
脆
を
締
議
す
る
刷
用
粋
も
あ
る
が
、
此
大
な
凶
家
の
絡
め
に
は
、
却
っ
て
小
さ
な
自
己
は
勿

論
、
家

ω利
盆
を
も
犠
牲
に
す
る
ご
い
I

ふ
唱
の
精
紳
を
堅
〈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ろ
智
識
的
原
因

l
l段
々
芭
利
己
心
乃
至
反
凶
・
気
心

ω畿
逮
が
ゐ
っ
た
の
み
な
ら
争
、

も
が
品
祖
述
し
て
、
税
法
の
快
陥
の
何
蕗
に
存
す
る
か
が
明
か
仁
な
る
に
従
ム
て
、
盆
'
q
J
4
を
刺
期
し
ゃ
う
ご
す
る

一
般
に
人
々
の
智
識

こ
ご
に
な
っ
た
。
帥
も
智
識
の
縫
遣
が
泌
肢
を
助
け
た
の
で
ゐ
る
(
詰
ニ
O
)
。
北
(
は
多
く
は
枕
訟
の
解
稗
に
つ
い
て

趨
る
り
で
あ
る
が
、
往
々
に
し
て
は
其
智
識
が
立
法

ω上
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

(
陸
ニ
O
)

《
シ
タ
ー
は
、
防
税
を
防
「
べ
き
法
規
ょ
の
計
置
に
拘

b
f、
越
前
な
る
智
識
を
布
ワ
人
に
ー
と
り
て
は
、
大
な
る
阪
に
於
て
、
利
組
枯

町

訟
を
逃
れ
る
諸
毒
自
可
能
性
が
存
す
る
と
い
ふ
。

B
外
的
原
因

，a
、い

経
済
及
交
通
り
畿
遥
1

ー
は
一
方
に
は
色
々
の
辿
脆
に
傾
な
る
物
館
を
増
加
し
‘
他
方
に
は
外
闘
へ
人
及

物
の
場
所
を
移
す
こ
と
を
可
能
な
ら

L
め
て
、
{
昌
騒
を
し
て
物
般
を
柿
挺
L
難
か
ら
し
め
た
。
此
が
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
如
何
に
人
が
辿
脱
し
ゃ
う
ご
し
て
も
、
池
脱

ω工
夫
は
っ
き
粂
ね
た
で
ゐ
ら
う
。

Hl1nter， Olltlines of Pnblic凸nance.p. 392. 27) 
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ろ
枕
白
鰻
に
存
す
る
原
岡

ー
税
額

ω増
加
|
|
相
総
税
が
段
之
島
〈
高
〈
な
っ
た
こ
Z
は
前
に
い
ふ
通
り
だ
が
、
貨
に
比
併
が
此
枕

ω捕
一
般
を
増
加
す
る
こ
正
、
な
っ
た
。
此
税
が
軽
か
っ
た
な
ら
ば
、
述
股
が
少
〈
て
済
ん
ど
で
あ
ら
う
の
に
、
此

税
が
段

hZ」
高
〈
な
っ
た

ωで
、
遁
枕
を
愈
々
多
〈
刺
枕
し
た
の
で
あ
る
(
融
ニ
ニ
。

F
H
H

ニ
市
)
ハ
ン
タ
ー
は
、
抽
中
山
柑
加
Ir一
兆
に
、
相
続
抽
に
依
る
こ
と
内
揃
戎
川
川

L
た
こ
と
が
慣
枇
山
司
抽
を
噌
川

L
た
の
だ
と
い
ひ
、
一
フ
ツ

"
も
、
相
続
枕
の
耽
帯
。
}
哨
加
す
る

2
訟
に
、
叶
叫
肱
の
誘
説
日
一
府
品
川
{
な
ゐ
J
叫
し
、
パ

2
d
lア
ル
も
、
相
縦
軸
ゆ
財
政
上
り
困
難
は
姐
此

却

の
危
険
か
ら
止
じ
、
之
を
高
い
枯
が
生
子
'
る
A
T

う
だ
と
い
ふ
て
居
る

Q

2
税
率
の
累
準

1
l
t
い
ふ
こ
ご
も
此
枕
に
辿
脱
的
多
い
こ
正
の
一
原
因
で
ゐ
る
。
勿
論
・
税
率
が
比
例

で
あ
っ
た
ご
し
て
も
泌
脱
が
な
い
滞
に
は
往
か
な
い
。
け
れ
ど
も
累
進
で
ゐ
る
が
斜
め
に
、
大
財
産
者
卸
も
高
卒

を
謀
せ
ら
る
べ
き
も
の
、
方
に
於

τ特
に
多
〈
辿
脱
が
行
は
れ
る
ご
い
w

ふ
こ
芭
が
ゐ

b
.
そ
し
て
此
方
で
は
、
小

財
産
者
よ
り
も
越
脆
り
智
識
が
一
層
大
レ
の
で
あ
る
ご
い
ふ
こ
E
を
附
け
加
へ
る
こ
正
が
出
来
る
。

3
物
館

ω性
質
|
|
相
秘
枕
り
課
枕
物
件
た
る
相
続
財
産
の
中
に
越
肱
の
容
易
な
る
も
の
、
存
す
る
ニ
ご

亦
此
枕
に
於

τ謹
肱
り
多
く
行
は
晶
、
一
一
原
因
た
る
を
大
は
ぬ
。
其
結
は
前
に
越
脱
方
法
的
部
に
裁
い
た
通
・
り
で

あ
る
。

可回船畠師国中ず骨

4
税
法

ω遺
揃

l
l租
税
立
訟
に
際
し

τは
通
例
、
越
川
叫
り
行
は
れ
思
い
や
う
に
相
嘗
細
心
に
工
夫
す
る

論

叢

相
極
秘
的
諮
此

第
二
十
六
巻

九
コJ，

第
一
一
一
披

七

IJunter， 1. c. p. 39I. Lutz. Public fiuance. p. 48~i. Bastぇble.!. c. p. 592. 28) 
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司王

E首

相
続
惜
の
油
肱

第
一
十
六
巷

四

0
0

第
三
競

λ 

所
で
は
め
る
(
品
ニ
ニ
vo

け
れ
ど
も
某
が
却
々
甘
(
は
佐
か
守
、

一
方
の
抜
道
を
塞
い
に
ピ
忠
ふ
正
、
他
方
に
抜
道

が
出
来
た
り
、
主
(
を
悉
〈
家
ぎ
止
め
る
と
レ
ふ
こ
ど
は
六
っ
か

L
ぃ
。
削
も
相
常
的
注
意
を
し
て
も
品
川
且
つ
或
何

鹿
か
に
辿
枇
ゆ
途
が
遊
〈
べ
か
ら
す
に
闘
か
れ
て
居
る
o
其
は
我
閣
の
税
法
を
見
て
も
分
る
。
此
れ
亦
た
池
枕
の

一
原
因
で
ゐ
る
正
す
べ
き
で
あ
る
。

シ
ヤ
ル
ツ
は
、
立
法
者
及
机
枕
山
政
は
誼
品
品
目
的
む
る
油
柑
に
到
し
、
常
に
戦
争
に
従
軒
i
て
川
る
と
い
ふ
い
か
、
買
に
比
九
泊
り
で
あ
る
訓

(
駐
=
ニ
)

に
針
策
|
|
右
遮
ぺ
た
辿
肢
を
防
「
に
は
色
ケ
の
主
聞
か
ら
之
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。
共
原
附
仁
就
い
て
之

を
除
〈
E
し
て
も
、
ま
さ
か
、
智
識
川
り
後
遺
や
慨
済
交
辿

ω後
迭
を
阻
止
す
る
や
う
な
反
文
化
的
施
設
は
採
れ
な

い
M

。
枕
観
的
増
大
、
税
率
・
の
緊
抽
出
を
止
め
る
ご
い
ム
事
も
困
難
で
あ
る
o

税
額
を
減

T
る
と
い
ふ
引
は
多
少
は
可

協
か
も
知
れ
な
い
が
、
此
正

τ大
勢
か
ら
見
て
は
困
難
で
め
る
u

税
率
り
田
耕
地
も
他
枕
な
れ
ば
兎
に
角
、
相
続
税

に
て
は
枕

ω性
質
上

之
を
改
め
る
ご
い
ふ
こ
ど
は
出
来
粂
ね
る
ο

共
ド
践
で
残
る
の
は
主
と
し
て
道
義
的
原
図
に

つ
い
て
改
・
比
を
す
る
ご
い
ふ
唱
に
な
る
。
北
(
に
今
一
つ
立
法
及
行
政
上

ω工
夫
を
一
層
細
密
に
す
る
ど
い
ふ
ヨ
』
ご

一

を
加
へ
る
こ
ど
が
出
来
る
。
却
も

A
道
義
上

ω改
良
|
|
ご
し
て
は
机
税
道
義
的
鼓
吹
を
行
ひ
定
一
一
一
三
、

し
、
並
に
勢
力
階
級
的
立
法
上
に
於
り
る
態
度
に
つ
い
て
も
反
省
を
促
が
し
、
真
に
は
行
政
者
の
紀
綱
を
も
殿
刈

一
般
人
凶
租
殺
に
劉
可
る
態
度
を
改
善

な
ら
し
め
る
-
-
ピ
を
要
す
る
。
そ

L
て
北
(
上
に
之
等
に
劉

L
て
兎
角
、
我
回
聞
に

τ従
来
紋
付
て
居
る
所
の
輿
論

ω

監
税
を
一
屠
皿
鵬
首
一
に
し
且
つ
普
及
せ

L
め
る
こ
ピ
に

L
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
輿
論
の
監
脱
こ
そ
は
、
貨
に
我
邦

??!と

Shultz， 1. c. p. 317 29) 
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に
残
3
れ
た
る
大
切
な
る
事
業
で
あ
る
。

市

1
9
A
l
は

働
岡
山
此
軸
を
二
世
佐
平
且
ワ
骨
即
的
、
な
ら

L
む
る
の
に
は
、
品
衆
道
識
を
改
良
し
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
と
桂
怠
し
た

(
註
二
三
V

加
が
、
北
は
寂
邦
に
も
品
た
る
。

B
立
法
及
行
政
上

ω施
銭
|
|
ご
し

τは
、
此
枚
目
辿
脱
を
防
止
す
る
錦
め
に
、
一
一
府
り
工
夫
を
凝
ら

t
、
可

及
的
其
治
樹
及
依
陥
を
除
か
な
〈
て
は
な
ら
向
。
が
特
に
之
に
つ
き
相
縦
枕
の
行
政
に
就
い
て
一
段
ピ
工
夫
す
る

の
み
で
な
〈
(
駐
ニ

U
・
仙
諸
説
ご
の
闘
係
に
依
る
補
完
作
矧
を
十
分
刺
期
す
る
工
夫
を
も
却
し
(
町
一
主
、
特
仁
此

和
紙
税
正
h
v

ム
倒
産
に
劃
す
る
機
曾
殺
を
助
り
る
上
か
ら
h
v

ふ
て
も
、
i

財
産
税
E
い
ふ
財
産
の
定
期
枕
を
も
訟
け

た
方
が
日
比
レ
ご
い
ふ
-
』
ご
を
注
意
し
な
り
れ
ば
な
ら
前
(
此
ニ
さ
。

シ
ヤ
ル
ツ
は
、
相
秘
柑
胡
防
防
止
山
部
一
型
件
は
、
有
効
な
る
祉
紡
行
政
だ
と
ぬ
す
ω

-
州
統
柑
と
他
吟
と
内
定
正
訓
完
作
川
を
融
(
も
の

!
i例
之
、
シ
ェ
フ
レ

i
z、
彼
は
、

(

酌

)
憐
靴
削

ω宝
仲
鮎
を
仇
す
る
と
お
す
。
事
し
必
も
正

L
き
且
方
で
あ
る
。

。“(
川
刊
蹴
粧
が
他
恥
に
よ
り
附
け
ら
る
る
こ
と
を
指
制
す
る
も
?
|
例
之
、
ス
タ
ン
フ
で
あ
る
O

般
は
、
相
続
枕
内
申
告
寄
り
と
が
成
度
ま

で
、
部
批
の
特
晶
な
ら
ぎ
る
所
仰
枕
中
古
に
よ
り
て
妨
げ

L
れ
る
止
鎚
し
、
匝
に
超
過
剰
伴
輯
に
於
け
る
費
本
幽
値

t
亦
、
州
制
柏
山
」
に
反
射

刊
聞
を
有
つ

k
v
ふ
て
肘
る
叫

山
円
他
拾
が
相
続
枕
に
よ
り
助
け
仁
る
L

こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
。

作
財
産
税
が
相
錨
肱
げ
い
よ
り
助
け
ら
る
る
と
す
る
も
の
|
|
ロ
ッ
ク
は
柑
蹴
枕
が
艇
常
則
同
桃
山
中
告
に
到
す
る
事
後
山
柿
拘
な
る
出
村
山
り

致
北
あ
り
と
持

L
、
和
剛
山
町
枇
務
古
川
も
、
鮒
川
和
日
、
同
叫
r
h

相
蹴
靴
山
行
位
る
る
ζ

と
な
〈

L
て
H
暗
ん
Y
」
寺
山
ベ
キ
ゎ

T
る
も
的
だ
と
し

リ
祖

た。

(
位
二
回
)

(駐-一五)

一
般
財
産
枯
と
制
維
枕
と
は
相
互
に
、
物

言町

議

節

税

ブL

体
ニ
十
六
巻

相
蛇
松
山
辿
肱

胆H
O 
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論

議

相
披
棺
心
部
肱

第
二
十
六
書

四
O 

第

部

O 

小
川
財
産
及
器
禁
運
?
;
て
助
附
ら
れ
る
止
す
る
も
の

l
|パ
ス
了
プ
ル
は
、
相
雄
票
所
得
主
財
産
枇
に
於
け
る
申
昔
、

過
去

A
締
車
に
亘
っ
て
監
督
す
る
こ
と
を
可
部
と
ナ
と
録
L
、
ボ
ン
メ
ル
A

ハ
イ
ム
も
相
続
積
院
所
制
及
財
産
粧
白
正
簡
な
る
賦
謀
四
錨
拍
白

匡
正
方
便
と
し
て
必
要
だ
と
い
世
、
ロ
ツ
シ
ア
ー
も
、
相
続
続
は
、
所
得
具
財
政
府
骨
白
昨
幽
を
大
部
分
段
且
L
、
随
て
妨
げ
る
乙
と
を
得
と

g

L
、
ピ
ツ
セ
ガ
E
も
、
相
舗
勧
賦
謀
心
前
提
と
し
て
の
官
躍
に
怯
あ
財
産
目
錐
は
・
財
産
及
所
得
枕
白
牧
納
に
も
大
き
な
膨
響
を
布
つ
ト
い
ふ
咽

h

い
枇
輩
、
所
得
、
財
産
駒
が
相
蹴
枕
に
よ
り
助
け
ら
る
と
す
る
も
の
1

|
テ
示
方
は
、
相
醐
栂
は
納
骨
義
務
者
自
最
良
且
つ
最
重
型
た
る
監
昔

方
偏
で
あ
る
@
此
が
各
箇
由
肘
脂
帯
加
を
登
総
L
且
つ
監
督
す
る
。
馳
ワ
て
牧
盆
枕
闘
停
稀
尉
産
拾
に
於

η
る
洞
見
E
杭
柑
首
脳
に
奥
ム
る
と
国
岬

L、

ι
1
4
ル
ヒ
も
、
相
蹴
枕
吐
、
凡
べ
て
の
納
軸
義
務
省
の
よ
へ
の
最
良
N
つ
最
菰
耐
置
な
る
監
督
方
慢
で
あ
る
h

此
な
L
に
は
、
牧
誼
積
所
持

続
財
産
聴
が
常
に
、
岡
民
自
租
揖
前
力
よ
り
し
て
期
待
さ
れ
な
{
て
な
ら
白
杭
入
E
A
じ
な
い
で
あ
ら
う
と
い
ふ
岬

(
陸
三
穴
)
前
陸
u
y

品
フ
レ
ー
、
見
タ

νプ
歩
問
。

品百

論

以
上
要
之
、
相
続
枕
に
は
銑
に
其
物
件
に
於
て
遮
脆
山
危
険
が
伏
在

L
、
其
を
利
用
し
又
は
共
を
離
れ
て
色
々

の
遮
股
方
法
が
行
は
れ
る
。
そ
し
て
某
が
盆
々
多
〈
行
は
れ
る
傾
向
が
ゐ
る
。
其
原
因
は
特
に
は
税
額
又
は
税
率

fLM 

依
っ
て
漣
肱
を
防
止
す
る
こ
ご
に
カ
を
用
ゐ
る
よ
り
外
は
な
い
。
若
夫
れ
贈
奥
に
依
る
遁
股
に
歪
つ

τは
論
4
V
ぺ

き
も
の
が
多
い
か
ら
、
筏
文
仁
譲
る
o

引
上
に
ゐ
る
の
に
が
、
此
も
此
枕
的
性
質
己
財
政
の
需
要
正
よ

h
L
τ
は
遊
〈
べ
か
ら

F
る
こ
芭
で
あ
る
し
、
共

原
凶
が
累
進
盗
・
の
採
用
に
あ
る
に
げ
で
は
、
此
も
杭

ω性
質
上
仕
方
が
な
い
し
、
智
識
の
俊
達
、
経
隣
及
交
通
の

品
目
逗
に
困
る
だ
り
で
は
、
此
等
を
阻
止
す
る
ご
い
ふ
も
の
で
も
な
く
、
結
局
、
道
義
の
改
善
吉
行
政
の
改
良
ご
に

Roscher， Fw. 5 
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